
多国間環境条約の対立軸 

●本来、多国間環境条約の実施は世界全体が裨益。 

●交渉は国益に関わる問題である他、南北問題の様相を呈する｡ 

●生物多様性条約はアンブレラ条約として幅広い事象・人間活動を対象とする。 

・利害関係は様々で、意見の対立軸も単純ではない。 

・個別条約における議論との整合性も要求される。 
 
 
 
 
 

 
 

 
【先進国】                    【途上国】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
*米国は非加盟国 

 
 
 

※その他のプレーヤー：環境 NGO、産業界、原住民地域社会など 
 

 
 
 
「遺伝資源へのアクセスと利用から生ずる利益配分（ABS）」は、天然資源に対する国家の主権的権利
が生物多様性条約によって認められたことを受けて、開発の権利を主張する途上国の強い要求を色濃
く反映して同条約の目的の 1として組み込まれた。 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
（※個別の論点ごとに対立軸は異なる） 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*米国は京都議定書を批准していない 
 

                     ※その他のプレーヤー：環境 NGO、産業界など 

先進国・途上国間の主張の違い 

・共通だが差異のある責任（これまで資源を消費してきた先進国による率先） 

【先進国】厳格なルールの適用、野心的な目標 
【途上国】途上国の特別なニーズ・事情への配慮、発展・開発を希求する権利、 

資金・技術の提供・移転 
 

EU（27カ国） 

・条件付きで京都議定書第

二約束期間を検討する

意思を確認 
・途上国も参加すべき 

アンブレラグループ 

（日本、米国*、ロシア等 

EU以外の先進国） 

・京都議定書第二約束期間

の設定には賛同できず

（日・露・加） 
・途上国も参加すべき 

G77+中国 

   

  京都議定書第二約束 

期間の設定を主張 

新興国 

（中国・インド等） 

・先進国は野心的な目標

を約束すべき 
・途上国の義務は受け入

れず 

EU 

JUSCANZ 

（日本、米国*等 

EU以外の先進国） 

G77+中国（132カ国） 

 

新興国 

（中国・インド等） 

 
 
 

アフリカグループ 

LMMC 

（メガ生物多様性同志国家） 

 
小島嶼国連合、アフリカ 

・気候変動に脆弱・危機感 
・全ての排出国が義務を負

うべき 

産油国（サウジ等） 

・石油消費減少に伴う

補償を要求 

ABS の例：先進国と途上国の意見の対立 気候変動に関する 2013年以降の国際枠組みの例：複数の対立軸 

最近の国際的な議論をもとに環境省自然環境局にて模式的に作成 

資料１－２ 


